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第９回袖ケ浦市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催月日 １２月５日（金）午後２時００分 

２ 開催場所 袖ケ浦市農業センター講習室 

３ 定数及び現員数  定員１６名 現員１６名 

４ 出席委員 １５名 

   １番 藤 城 安 男   ２番 鈴 木 昭 雄   ３番 注連野 千佳代 

４番 長 島 正 人   ５番 柴 嵜 正 博   ６番 倉 田 一 夫 

７番 吉 田 悟     ８番 山 田 一 宏  １０番 切 替 絵 美 

１１番 髙橋 広幸    １２番 石 渡 正 明  １３番 石 川 和 利 

１４番 渡 邉 美代子  １５番 笹 生 篤    １６番 泉 類 岩 男 

５ 欠席委員 

９番 浦野 和幸 

６ 出席事務局職員 ４名 

   平野事務局長   石井副主幹   鈴木主査   尾崎主事 

 

７ 本日の会議に付議した議案は次のとおりである。 

議案第 １ 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ２ 号 令和７年度第９次農用地利用集積計画書（案）の承認について 

 

８ 報告事項 

（１） 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出関係 

（２） 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出関係 
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    ◎開  会 

    令和７年度１２月５日午後２時００分 開会 

 

〇議長（注連野千佳代君） ただいまより、第９回農業委員会総会を開会します。 

  ただいまの出席委員は、１６名中、１５名出席ですので、会議は成立します。 

  次に、欠席委員の報告を申し上げます。 

  ９番浦野和幸委員。 

 

    ◎議事録署名委員の指名 

〇議長（注連野千佳代君） 日程第１、議事録署名人の指名を行います。 

  ８番山田一宏委員、１０番切替絵美委員を指名いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

 

    ◎議案第１号 農地法第３条にの規定による許可申請について 

〇議長（注連野千佳代君） 日程第２、これより議案の審査を行います。 

  議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請を議題とします。 

  議案第１号整理番号１から議案第１号整理番号３については、関連がありますので、

一括して事務局に説明を求めます。 

〇事務局（鈴木良宏君） 事務局の鈴木です。 

  議案第１号の整理番号１から整理番号３については関連がありますので一括して説明 

いたします。 

議案 1ページをご覧ください。 

申請内容は、市内の個人が、市内在住の個人２名と市外在住の個人１名が所有する農 

地５筆を売買および贈与により取得しようとする案件です。 

総会資料１ページの位置図をご覧ください。 

現地を確認したところ、議案第１号整理番号１の２以外は畦畔を取って耕作されてい 

ました。 
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整理番号１の飯富字張場をご覧ください。 

整理番号１の１については、申請地の南北に位置する農地の相続人が決まらないた 

め、被相続人の親族からの依頼で作業受託しているとのことです。 

南北を未相続地に挟まれていますが、未相続地の南側３筆が自己所有地であり、現時 

点で取得可能と思われる申請地を売買にて所有権移転したいとのことです。 

作業受託地、申請地及び自己所有地を合わせると、全体で約○○○平方メートルとな 

ります。 

整理番号１の２については、南側に自己所有地が隣接しております。 

整理番号１の３については、申請地北側の農地を譲受人が利用権を設定し借り受けて 

いる農地で、申請地南側の農地を所有していることからすでに一体で耕作しているので

取得したいとのことです。 

次に、整理番号２と３については、過去の土地改良における換地において、農地を３ 

人に分けた割田となってしまったと思われます。 

今回申請にいたらなかった間の農地１筆を合わせると○○○平方メートルになり一反 

の農地となります。 

整理番号２と３については、譲受人が作業受託により３筆全てを耕作していることか 

ら、購入できる農地について取得したいとのことです。 

申請のなかった農地については、今後も譲受人が耕作するとのことです。 

総会資料２ページから９ページに許可申請書、営農計画書を添付しております。 

本件申請につきましては、議案第１号整理番号１から３の譲渡人共に後継ぎがなく、 

高齢となり離農したいとのことです。 

譲受人は自作地に近く農業経営拡大のため取得したいとのことです。 

農地法第３条許可要件である、 

１．全部効率利用要件につきましては、非耕作地は無く所有する農機具等について 

は、総会資料５ページの８に記載されております。 

２．農作業常時従事日数につきましては、基準の１５０日以上従事していることか 

ら、要件を満たしています。 
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３．周辺地域との関係につきましては、総会資料８ページに記載されております。 

総会資料１０ページから１１ページに現地の写真を添付しております。 

説明は、以上です。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします 

〇議長（注連野千佳代君） 事務局の説明が終了しましたので、担当地区委員の意見、及

び現地調査の報告を求めます。 

  ５番柴嵜正博委員。 

〇５番（柴嵜正博君） ５番柴嵜です。 

  １１月２５日、事務局職員と現地を確認いたしました。 

申請地においては、議案第１号整理番号 1の２以外については畦畔が無い農地でし

た。 

畦畔の無い農地は、譲受人が耕作を受託している農地であり、利用権を設定している

農地であります。 

また、譲受人所有地の隣接地であり、全てきれいに耕作されていました。 

申請地は水田が広がっている地域ですので、引き続き耕作をして遊休農地にならない

ようしていただけたらと思います。 

特に問題はないと思われます。 

皆様のご審議をお願いします。 

○議長（注連野千佳代君） 報告が終了しましたので、これより質疑をお受けします。 

  質疑はございませんか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論をお受けします。 

  討論はございますか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 
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○議長（注連野千佳代君） 議案第１号整理番号１から議案第１号整理番号３について、

賛成の方は挙手願います。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（注連野千佳代君） 賛成全員でございます。 

  よって議案第１号整理番号１から議案第１号整理番号３については、許可と決定しま

す。 

  次に、議案第１号整理番号４について事務局に説明を求めます。 

〇事務局（鈴木良宏君） 事務局の鈴木です。 

  議案第１号整理番号４について、ご説明いたします。 

議案の２ページをご覧ください。 

申請内容は、市内在住の個人が市外在住の個人が所有する農地を贈与により取得しよ

うとする案件です。 

総会資料１２ページの位置図をご覧ください。 

現地を確認したところ、現地は耕うんされていました。 

総会資料１３ページから１９ページに許可申請書、営農計画書及び土地利用計画図を

添付しております。 

譲渡人においては、高齢となり後継者もいないため、離農したいとのことです。 

譲受人については、自作地に近く耕作上便利であることから取得したいとのことで

す。 

農地法第３条許可要件である、 

１．全部効率利用要件につきましては、非耕作地はなく、農機具等については、耕う

ん機を所有しております。 

譲受人においては、水田はなく、果樹、露地野菜、ハーブと言った畑作をしています

ので問題ないと思います。 

２．農作業常時従事日数につきましては、基準の１５０日以上従事していることか

ら、要件を満たしています。 

３．周辺地域との関係につきましては、総会資料１７ページに記載されております。 
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総会資料２０ページに現地の写真を添付しております。 

説明は以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（注連野千佳代君） 事務局の説明が終了しましたので、担当地区委員の意見、及

び現地調査の報告を求めます。 

  ５番柴嵜正博委員。 

〇５番（柴嵜正博君） ５番柴嵜です。 

  １１月２５日、事務局職員と現地を確認いたしました。 

申請地は畑で、きれいに耕うんされておりました。 

特に問題ないと思われます。 

皆様のご審議をお願いします。 

○議長（注連野千佳代君） 報告が終了しましたので、これより質疑をお受けします。 

  質疑はございませんか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論をお受けします。 

  討論はございますか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 

  議案第１号整理番号４について、賛成の方は挙手願います。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（注連野千佳代君） 賛成全員でございます。 

  よって議案第１号整理番号４については、許可と決定します。 

  次に、議案第１号整理番号５を議題としますが、議案第１号整理番号５から議案第１

号整理番号７については、関連がありますので、一括して事務局に説明を求めます。 

 

〇事務局（鈴木良宏君） 事務局の鈴木です。 
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  議案第１号整理番号５から議案第１号整理番号７については、関連がありますので、

一括してご説明いたします。 

  議案の２ページをご覧ください。 

申請内容は、市外の法人が、市内在住の個人と市内の法人が所有する農地 2筆を売買

しようとする案件と、市内の個人が所有する農地 1筆に賃借権の設定をしようとする案

件です。 

整理番号５と７は売買による所有権移転、整理番号６は賃借権の設定で、契約期間は

毎年１月１日から１２月３１日までとして毎年見直すとのことですが、許可後に解約を

しなければ、次年度以降も同じ期間での賃借が継続されます。 

譲受人は、農地所有適格法人としての要件を満たしているので、解除条件のない賃貸

借契約書が提出されています。 

総会資料２１ページの位置図をご覧ください。 

場所は、○○○の農地３筆で、まとまった農地となります。 

現地を確認したところ、整理番号５と７はダイコンが栽培されていました。 

ダイコンの収穫が終わったら、現耕作者が農地を明け渡すので、サツマイモを栽培す

るとのことです。 

整理番号６については、所有者が使用していましたが、現在は耕作されていないこと

から、本件申請が許可となりましたら草刈等をして同じくサツマイモを栽培するとのこ

とです。 

総会資料２２ページから３２ページに許可申請書、農地所有適格法人としての事業等

の状況、営農計画書、○○○でも営農していますので、○○○農業委員会が交付した農

業従事・農業経営の実態証明を添付しております。 

議案第１号整理番号５の譲渡人は、会社員であり、農業はできないので離農したいと

のことです。 

整理番号６の譲渡人は、農地の整理をするので貸したいとのことです。 

整理番号７は法人で農業経営はしていないことから売却したいとのことです。 
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譲受人は、○○○ですが、袖ケ浦市の農地を所有、賃借等しており、申請地は既存圃

場に近く、交通状況も良く耕作上便利であることから取得したいとのことです。 

農地法第３条許可要件である、 

１．全部効率利用要件につきましては、非耕作地はなく、農機具等については、問題

ないと思われます。 

２．農作業常時従事日数につきましては、基準の１５０日以上従事していることか

ら、要件を満たしています。 

３．周辺地域との関係につきましては、総会資料３０ページに記載されております。 

総会資料３３、３４ぺージに現地の写真を添付しております。 

説明は以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（注連野千佳代君） 事務局の説明が終了しましたので、担当地区委員の意見、及

び現地調査の報告を求めます。 

  １０番切替絵美委員。 

〇１０番（切替絵美君） １０番切替です。 

  １１月１８日、事務局職員と現地を確認いたしました。 

申請地は畑で、議案第１号整理番号５と整理番号７はダイコンが作付けされており、

収穫したら譲受人がサツマイモを栽培するとのことです。 

議案第１号の整理番号６については、耕作はされていませんでしたが、譲受人が所有

している農機具があれば問題なく除草、耕うんが可能であり、特に問題ないと思われま

す。 

皆様のご審議をお願いします。 

○議長（注連野千佳代君） 報告が終了しましたので、これより質疑をお受けします。 

  質疑はございませんか。 

〇１４番（渡邉美代子君） １４番渡邉です。 

  議案１号整理番号５の譲渡人と、議案１号整理番号７の譲渡人の法人の代表者氏名が

同じですが、同一人物でしょうか。 
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〇事務局（鈴木良宏君） 事務局の鈴木です。 

  同一人物となります。 

  個人で所有している農地と、法人で所有している農地について、それぞれ申請がされ

ています。 

〇１２番（石渡正明君） １２番石渡です。 

  申請書の住所と○○○農業委員会が交付した農業従事・農業経営の実態証明の法人の

住所が違うのはなぜでしょうか。 

〇事務局（鈴木良宏君） 事務局の鈴木です。 

  本社は○○○にありますので、所有権に係ることなので、本社の住所にて登記すると

のことです。 

なお、○○○の農業経営実態証明証については、営農している圃場と事務所が○○○

にあるので○○○の住所により交付されています。 

○議長（注連野千佳代君） ３番注連野です。 

  ○○○農業委員会が交付した農業従事・農業経営の実態証明内の従事日数と、申請書

の従事日数が異なるのはなぜでしょうか。 

〇事務局（鈴木良宏君） 事務局の鈴木です。 

  ○○○農業委員会が交付した農業従事・農業経営の実態証明書は、○○○で従事して

いる日数が記載されており、当市では○○○日従事しているとのことです。 

○議長（注連野千佳代君） 他に質疑はございませんか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論をお受けします。 

  討論はございますか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

 

 

○議長（注連野千佳代君） 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 
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  議案第１号整理番号５から議案第１号整理番号７について、賛成の方は挙手願いま

す。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（注連野千佳代君） 賛成全員でございます。 

  よって議案第１号整理番号５から議案第１号整理番号７については、許可と決定しま

す。 

  次に議案第１号整理番号８について議題とします。 

  議案第１号整理番号８について事務局の説明を求めます。 

〇事務局（鈴木良宏君） 事務局の鈴木です。 

  議案第１号整理番号８について、ご説明いたします。 

議案の３ページをご覧ください。 

申請内容は、市内在住の個人と市内在住の個人において売買により所有権移転しよう

とするものです。 

総会資料３５ページの位置図をご覧ください。 

現地を確認したところ、整理番号８の２については、西側の一部が山林となっていま

したが、隣接地である申請地、整理番号８の１と一体で耕作されていました。 

整理番号８の３については南側に隣接する田との畦畔が撤去されていましたが、隣接

地と一体で譲受人が耕作するとのことです。 

総会資料３６ページから４１ページに許可申請書、営農計画書を添付しております。 

譲渡人においては、耕作できないので離農したいとのことです。 

譲受人については、農業経営拡大のため取得したいとのことです。 

農地法第３条許可要件である、 

１．全部効率利用要件につきましては、貸付地がありますが、地域の農地の集約をす

るため貸しているもので、同様に自らも借りて耕作しています。 

農機具等についても問題ないと思われます。 

２．農作業常時従事日数につきましては、基準の１５０日以上従事していることか

ら、要件を満たしています。 
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３．周辺地域との関係につきましては、総会資料４０ページに記載されております。 

総会資料４２ページから４３ページに現地の写真を添付しております。 

説明は以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（注連野千佳代君） 事務局の説明が終了しましたので、担当地区委員の意見、及

び現地調査の報告を求めます。 

  １６番泉類岩男委員。 

〇１６番（泉類岩男君） １６番泉類です。 

  １１月１８日、事務局職員と現地を確認いたしました。 

議案第１号整理番号８の１と８の２は隣接しており、畦畔が無く一体で耕作していま

した。 

議案第１号整理番号８の３においては、畦畔が無い農地でしたが、隣接地を含め譲受

人が全て耕作するとのことであり、特に問題はないと思われます。 

皆様のご審議をお願いします。 

○議長（注連野千佳代君） 報告が終了しましたので、これより質疑をお受けします。 

  質疑はございませんか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論をお受けします。 

  討論はございますか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 

  議案第１号整理番号８について、賛成の方は挙手願います。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（注連野千佳代君） 賛成全員でございます。 

  よって議案第１号整理番号８については、許可と決定します。 

  次に議案第１号整理番号９について議題とします。 
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  議案第１号整理番号９について事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局（鈴木良宏君） 事務局の鈴木です。 

  議案第１号整理番号９について、ご説明いたします。 

議案の３ページをご覧ください。 

申請内容は、市内在住の個人と市内在住の個人において売買により所有権移転しよう

とするものです。 

総会資料４４ページの位置図をご覧ください。 

現地を確認したところ、現地は草刈等して管理されていました。 

総会資料４５ページから５０ページに許可申請書、営農計画書を添付しております。 

譲渡人においては、高齢となり草刈り等の管理ができなくなり譲りたいとのことで

す。 

譲受人については、長男が後を継いでくれること、自作地に隣接した農地であること

から取得したいとのことです。 

農地法第３条許可要件である、 

１．全部効率利用要件につきましては、非耕作地はなく、農機具等については、トラ

クター、田植機、コンバイン、耕うん機、農用車を所有しており、籾摺り、乾燥につい

ては○○○に委託しているとのことです。 

２．農作業常時従事日数につきましては、基準の１５０日以上従事していることか

ら、要件を満たしています。 

３．周辺地域との関係につきましては、総会資料４９ページに記載されております。 

総会資料５１ページに現地の写真を添付しております。 

説明は以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（注連野千佳代君） 事務局の説明が終了しましたので、担当地区委員の意見、及

び現地調査の報告を求めます。 

  １１番髙橋広幸委員。 
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〇１１番（髙橋広幸君） １１番髙橋です。 

  １１月１７日、事務局職員と現地を確認いたしました。 

  申請地は畑で、草刈されており、管理されていました。 

譲受人は申請地北側に隣接した自作地があり、接道面も広がるので耕作しやすくなる

とのことなので、特に問題ないと思われます。 

皆様のご審議をお願いします。 

○議長（注連野千佳代君） 報告が終了しましたので、これより質疑をお受けします。 

  質疑はございませんか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論をお受けします。 

  討論はございますか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 

  議案第１号整理番号９について、賛成の方は挙手願います。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（注連野千佳代君） 賛成全員でございます。 

  よって議案第１号整理番号９については、許可と決定します。 

  次に議案第１号整理番号１０について議題とします。 

  議案第１号整理番号１０について事務局の説明を求めます。 

〇事務局（鈴木良宏君） 事務局の鈴木です。 

  議案第１号整理番号１０について、ご説明いたします。 

議案の３ページをご覧ください。 

申請内容は、市内在住の個人と市内在住の個人において売買により所有権移転しよう

とするものです。 

総会資料５２ページの位置図をご覧ください。 

現地を確認したところ、耕作されていました。 
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総会資料５３ページから５８ページに許可申請書、営農計画書を添付しております。 

譲渡人においては、会社員として働いており、自ら耕作、管理できないため売却した

いとのことです。 

譲受人については、自作地に近く耕作上便利であることから取得したいとのことで

す。 

農地法第３条許可要件である、 

１．全部効率利用要件につきましては、非耕作地はありません。 

農機具等についても問題ないと思われます。 

２．農作業常時従事日数につきましては、基準の１５０日以上従事していることか

ら、要件を満たしています。 

３．周辺地域との関係につきましては、総会資料５７ページに記載されております。 

総会資料５９ページに現地の写真を添付しております。 

説明は以上です、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（注連野千佳代君） 事務局の説明が終了しましたので、担当地区委員の意見、及

び現地調査の報告を求めます。 

  １１番髙橋広幸委員。 

〇１１番（髙橋広幸君） １１番髙橋です。 

  １１月１７日、事務局職員と現地を確認いたしました。 

  申請地は田で、耕作されていました。 

  譲受人については、既に周辺の農地を多数耕作しているとのことです。 

特に問題ないと思われます。 

皆様のご審議をお願いします。 

○議長（注連野千佳代君） 報告が終了しましたので、これより質疑をお受けします。 

  質疑はございませんか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論をお受けします。 
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  討論はございますか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 

  議案第１号整理番号１０について、賛成の方は挙手願います。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（注連野千佳代君） 賛成全員でございます。 

  よって議案第１号整理番号１０については、許可と決定します。 

 

    ◎議案第 ２ 号 令和７年度第９次農用地利用集積計画書（案）の 

承認について 

○議長（注連野千佳代君） 次に、議案第２号令和７年度第９次農地利用集積計画書

（案）の承認についてを議題としますが、議案第２号につきましては、委員本人に関わ

る案件がございますので、農業委員会に関する法律第３１条の規定により議事参与でき

ませんので、審議が終了するまで関係委員の退出を求めます。 

    〔１３番石川和利委員の退席を確認する〕 

  議案第２号について、事務局に説明を求めます。 

〇事務局（鈴木良宏君） 事務局の鈴木です。 

  議案第２号の令和７年度第９次農用地利用集等促進画書（案）についてご説明いたし

ます。 

議案第２号は別冊となっております。 

本件は、令和７年１１月２２日付けで、袖ケ浦市長より農地中間管理事業の推進に関

する法律に基づき、農業委員会総会に付議し、計画（案）に対する農業委員会の意見を

求めるものです。 

計画書（案）２０ページをご覧ください。 

今回の計画は、各筆個人が明細整理番号２３から２７については、○○○における中

間管理権の設定を更新等するものす。 

設定する権利の種類については、「賃借権」で、契約期間は１０年となります。 
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３２－１・－２、１４については通常の中間管理権の設定で、３２－１・－２は使用

貸借権、１４は賃借権の設定で、契約期間は１０年です。 

説明は以上です。 

ご審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（注連野千佳代君） 事務局の説明が終了しましたので、これより質疑をお受けし

ます。 

質疑はございませんか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論をお受けします。 

  討論はございますか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 

  本案件は、農業委員会として、この計画に意見がある場合は、その意見を市長に対し

て報告することとなります。 

  農業委員会として、意見はございませんか。 

   〔意見なし〕 

○議長（注連野千佳代君） 意見はないようですので、採決します。 

  議案第２号について、原案のとおりとし、意見なしと決定することに賛成の方は挙手

願います。 

    〔賛成者挙手〕 

○議長（注連野千佳代君） 賛成全員でございます。 

  よって議案第２号については、原案のとおりとし、意見なしで報告いたします。 

    〔１３番石川和利委員の着席を確認する〕 
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    ◎報告事項 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出関係 

農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出関係 

○議長（注連野千佳代君） 次に日程第３、報告事項に入ります。 

  事務局に説明を求めます。 

〇事務局（尾崎祐統君） 事務局の尾崎です。 

  袖ケ浦市農業委員会処務規程第１１条第７号の規定に基づき、局長専決にて処理

した案件について報告いたします。 

議案４ページから６ページをご覧ください。 

今回報告する案件は、令和７年１０月１日から１０月３１日までに専決処理した

案件となります。 

協議報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出書の提出は１

件でございます。 

協議報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出書の提出は２

件でございます。 

報告は、以上でございます。 

 

    ◎その他 

○議長（注連野千佳代君） その他、委員から何かありますか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（注連野千佳代君） 事務局から何かありますか。 

    〔「なし」と言う人あり〕 

 

○議長（注連野千佳代君） 本日の日程はすべて終了しました。 

  これをもちまして、第９回農業委員会総会を閉会します。お疲れ様でした。 

 

    ◎閉  会 令和７年度１２月５日午後３時００分 閉会 


